
まちからの大切なお知らせI n f o r m a t i o n

問 国民健康保険係（131・133）保健福祉課

※１ マイナ保険証を普段からご利用されていない方は、下記の※２に該当しない方です。

※２ マイナ保険証を普段からご利用されている方は、以下の条件をともに満たす方です。

① 過去１年間で６回以上マイナ保険証を利用されている方

② 概ね直近３か月以内にマイナ保険証を利用されている方

マイナ保険証のご利用状況は、７月中にお届けする新たな資格確認書を作成する時点の情報と

なります。

お手元の資格確認書の有効期限は令和８年７月31日です。

以下のご案内は、令和８年８月１日時点における年齢を基準としています。

これまでどおり、手続きなしで新たな資格確認書を７月中にお届けしますの

で、お手元に届いた資格確認書で受診いただけます。

85歳以上の方全員

これまでどおり、手続きなしで新たな資格確認書を７月中にお届けしますの

で、お手元に届いた資格確認書で受診いただけます。

84歳以下で、マイナ保険証を普段からご利用されていない方（※１）

（マイナ保険証をお持ちでない方も含みます）

84歳以下で、マイナ保険証を普段からご利用されている方（※２）

後期高齢者医療制度の加入者の皆様へ

令和８年８月以降の医療機関などへのかかり方に
ついてのお知らせです。

マイナ保険証での受診をお願いいたします。

ただし、以下のような方にはお住まいの市町村の担当窓口への申請により、令和8年8月1日以

降も資格確認書が交付されます。

〇マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方

〇介助者などの第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証

での受診が困難な場合 など
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